
石巻市監査委員告示第１２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項及び第４項の規定に基づき監

査を行ったので、同条第９項及び第１０項の規定により、その結果及び意見を次のとおり

公表する。 

 

平成２１年１２月１日 

石巻市監査委員 柴 山 耕 一 

 

 

 

石巻市監査委員 矢 川 昌 宏 

 

 

 

石巻市監査委員 髙 橋 誠 志 

 

１ 監査対象部課等   総務部 

秘書課、広報広聴課、総務課、行政改革課、財政課、人事課、 

管財課、新庁舎建設推進室、市民税課、資産税課、納税課、

防災対策課、工事検査室、渡波支所、稲井支所、荻浜支所、

蛇田支所 

            公平委員会事務局 

            固定資産評価審査委員会事務局 

 

２ 監 査 期 間   平成２１年１０月８日から平成２１年１２月１日まで 

 

３ 監査対象範囲   平成２１年度一般事務及び財務に関する事務の執行 

            （平成２１年８月３１日現在） 

 

４ 監 査 場 所   石巻市監査委員事務局及び現場 

 

５ 監 査 結 果   平成２１年度一般事務及び財務に関する事務の執行状況につ

いて、事務処理状況を試査したところ、一部の事務処理において

別紙のとおり指摘する。 

            また、結果報告に添える意見は、別紙のとおりである。 

            なお、指摘事項及び意見以外の軽微な事項については、別途指

導した。 



指 摘 事 項 

法令に違反した事項、著しく妥当性を欠く事項又は著しく不経済、非効率な事項 

対 象 課 
不    適    正    事    項 

項   目 内        容 

総務課 行政財産目的外

使用料 

行政財産目的外使用許可事務において、使用料の算

定を誤り、次のとおり過少に徴収していた。 

行政財産の用途又は目的外使用に係る使用料に関す

る条例及び貸付料算定基準に基づき適正に算定された

い。 

（内容） 

行政財産目的外使用許可（石巻市（石総）指令第１号） 

 誤徴収額  １９，３８９円 

 正徴収額  ２１，８３１円 

 過少徴収額  ２，４４２円 

行政財産目的外使用許可（石巻市（石総）指令第２号） 

 誤徴収額   ３，０７７円 

 正徴収額   ３，４６５円 

 過少徴収額    ３８８円 

 

 

納税課 補助金交付事務  石巻市納税貯蓄組合納付事務補助金交付事務におい

て、次のとおり不適正な事務処理が見られたので、今

後は当該補助金の必要性及び妥当性等を再検討すると

ともに、現在の規則等と現実の運用との間にかい離が

あるものであれば規則を見直すなど、関係法令の遵守

に心掛け、補助金の交付の適正化に努められたい。 

ア 交付決定伺において、根拠法令の記載漏れ、交

付目的及び補助金額の積算方法が不明確であっ

た。 

イ 交付決定伺により交付決定した補助金交付額

と、交付決定通知に記載されている補助金交付額

とに相違がある。 

ウ 交付先の全組合に対して同じ指令番号により通

知していた。また、契印の押印もなかった。 

エ 交付決定通知書の他に一般文書でも通知してお

り、交付決定通知が２種類存在しているような誤

解を与える内容となっていた。 



対 象 課 
不    適    正    事    項 

項   目 内        容 

オ 当該補助金は前年度に各納税貯蓄組合で要した

事務費に対する確定補助金であるので、交付決定

と同時に額の確定をする旨の内容を交付決定通

知に記載することが必要である。なお、交付条件

２の事業報告書及び決算書の提出義務について

は、申請時に決算報告書が提出されていることか

ら、条件から削除するべきである。 

カ 申請書及び決算報告書の内容について審査した

形跡がなかった。 

キ 石巻市納税貯蓄組合補助金の交付等に関する規

則第６条第１項第２号の規定（交付申請の提出期

限に関する規定（毎年４月３０日まで））が遵守

されていなかった。 

ク 交付申請書は、納税貯蓄組合補助金の交付等に

関する規則に様式として規定されているが、補助

金交付申請額を記載する項目が欠落している。 

ケ 石巻市納税貯蓄組合連合会に対する各納税貯蓄

組合からの負担金について、当市が交付する補助

金から連合会長が控除する旨の委任状を徴して

いるが、当該負担金は当市と組合の間の債権債務

ではないことから、当該負担金を補助金から控除

することの必然性は認められない。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



指 摘 事 項 

平成１９年度監査時に指導をしたにもかかわらず改善が見られない事項 

対 象 課 
不    適    正    事    項 

項   目 内        容 

総務課 調定事務  調定を遅延しているものが複数見受けられた。 

 

人事課 契約事務  契約関係書類において、予定価格調書が作成されて

いなかった。 

 

 団体事務  石巻市役所退職者親睦会及び宮城県市町村職員年金

者連盟石巻支部に係る経理において、前年度繰越金の

収入調書を作成していなかった。 

 

管財課 契約事務  請負業者が消費税法に規定する免税業者であるに

もかかわらず、契約書に「取引に係る消費税及び地方

消費税の額」と記載していた。 

 

防災対策課 団体事務  石巻交通安全母の会連合会、石巻市交通安全都市推

進協議会及び同協議会石巻支部に係る経理において、

郵便切手代等の支払を立替払していた。 

  

 石巻交通安全母の会連合会及び石巻市防火クラブ連

絡協議会に係る経理において、団体事務の書類と市と

しての所掌事務の書類が同一簿冊に編てつされている

など、事務処理が混同していた。 

 

蛇田支所 契約事務  契約関係書類において、予定価格調書が作成されて

いなかった。 

 



監監監監査結果報告査結果報告査結果報告査結果報告にににに添添添添えるえるえるえる意見意見意見意見    

意  見  の  内  容 

 

行政財産目的外使用料等について 

 平成２０、２１年度に実施した定期監査において、行政財産目的外使用料の算定誤り

が複数の課で見受けられた。 

 主な算定誤りの例としては、改正前の旧算定率を誤適用したもの、使用期間が１年に

満たない場合の月割り計算を誤ったもの、消費税及び地方消費税の加算を怠ったものが

挙げられる。これらは、起案者が算定方法を正しく認識していなかったことに起因する

ものであるが、決裁時におけるチェック機能が十分に発揮されなかったことも誤りを防

げなかった大きな要因である。 

 これらの算定誤りを防止するとともに、事前に誤りを発見できるような対策として、

使用料を算定する際の計算シートを全庁統一様式で作成するほか、算出過程を網羅した

チェックシートを作成し、起案者以外の者による確認を徹底させるなど、再発防止につ

いて即効性のある対策を講じられたい。 

 また、行政財産目的外使用料に付随する加算料及び普通財産貸付料の算定について

も、同様に検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


